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本会合においてご議論いただきたい事項

⚫ 第21回料金制度専門会合にて、その他設備の検証結果の報告を行い、内容について
了承をいただいているところ。

⚫ このうち、検証結果を上回る投資額が発生する見込みである場合、各一般送配電事
業者からの合理的な説明がなされた費用額に限り、収入の見通しに算入することを認め
ることとされている。

⚫ 本会合においては、事業者からの個別説明の内容を検証した結果をご議論をいただきた
い。



【参考】「その他設備」の査定方針について

⚫ ローカル系統、配電系統においてトップランナー的査定を実施する主要設備以外の「その他設備」については、
その種類が非常に多岐に亘る（※）一方で、費用全体に占める割合は極めて限定的である。また、これらの
設備は、高経年化設備更新ガイドラインにおいてはリスク量算定対象外設備と整理されている。

（※）「その他設備」に含まれる設備例
送電設備：管路、がいし、架線金具類 等
変電設備：リレー・ＴＣ類、キュービクル、断路器 等
配電設備：引込線、開閉器 等

⚫ これらの「その他設備」については、現時点では各事業者のデータ整理上、主要設備のように投資量×単価へ
の区分を行って、重回帰分析等を用いた単価の事業者間比較を実施することが困難な状況。

⚫ 一方でこれまでの議論を踏まえると、CAPEX査定においてはトップランナー的査定を行うことが基本であることか
ら、第1規制期間は、主要設備のトップランナー的査定に、過去実績を一部反映した各社の査定率を、「そ
の他設備」費用に対しても適用することとしてはどうか。ただし、検証結果を上回る費用が発生する見込みで
ある場合には、事業者より別途、個別説明の機会を設ける。

⚫ なお、第2規制期間に向けて、高経年化設備更新ガイドラインにおけるリスク量算定対象設備範囲の拡大等
も踏まえつつ、「その他設備」についても、事業者間比較を可能とするためのデータ整備や、データ採録方法の
統一等について検討を進める。

査定方針（案）

✓ CAPEX（主要設備）におけるトップランナー的査定に、過去実績を一部反映した各社の査定率を、各社の
「その他設備」費用の過去実績に対して適用する。
※主要設備全体の査定率を参照するか、主要設備のうち、送電、変電、配電それぞれの査定率を参照するかは今後検討

✓ ただし、検証結果を上回る費用が発生する見込みである場合には、事業者より別途、個別説明の機会を設
ける。
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「その他設備」の査定方法について

⚫ 「その他設備」については、主要設備のように投資量と単価への分解を行い、重回帰分
析等を用いた単価の事業者間比較を実施することが困難であることから、指針及び審
査要領において、 「その他設備」の査定後金額を算出するにあたっては、各一般送配電
事業者のその他設備の実績額に、主要設備における各一般送配電事業者の査定率
を適用することとされている。

⚫ 本会合においては、主要設備の査定率を適用した「その他設備」の検証結果を報告を
行うとともに、その報告内容について御議論いただきたい。

⚫ なお、その査定率が適用された費用額に加えて、各一般送配電事業者からの合理的な
説明がなされた費用額に限り、収入の見通しに算入することを認めることとされており、こ
の検証結果については、次回以降の会合にて取り上げることとしたい。

「その他設備」の査定後金額の算定方法

査定後金額
（その他設備）

過去実績額
（その他設備）

過去実績額ベース
の査定率
（主要設備）

第21回 料金制度専門会合
事務局提出資料
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②CAPEX（無電柱化、その他設備、その他投資）ー各費用の検証項目ー

⚫ 投資量は、国交省の無電柱化推進計画と整合していることを検証する。

⚫ 共同溝方式の単価は、過去実績等による単価を使用していることを確認する。なお単独地中化方式の単価は、過
去実績がないことから、共同溝方式の一送負担率から逆算した推定値の合理性を検証する。

CAPEX（無電柱化）

⚫ その他設備に適用する各社の査定率（CAPEXの主要設備におけるトップランナー的査定に、過去実績を一部反
映）は主要設備の検証結果に基づき適切に計算を行う。

⚫ 査定率の適用にあたっては、送電・変電・配電ごとに計算した査定率を使用するか、一律の査定率を使用するかに
ついて検証する。

⚫ 検証結果を上回る投資額が発生する見込みである場合、事業者からの個別説明は合理的なものかどうか確認す
る。

CAPEX（その他設備）

⚫ 投資案件リストより、投資額が大きい案件や投資理由が不明確な案件について、追加の個別説明資料を求め工
事目的の妥当性、工事費用の内訳の算定根拠の妥当性（投資量と単価に区分可能な場合には、過去の類似
工事との単価比較等）、調達プロセスの適切性（競争発注等の費用低減の取組の有無等）を確認する。

CAPEX（その他投資）

⚫ CAPEX（無電柱化、その他設備、その他投資）では、以下の事項について検証を行う。

第16回 料金制度専門会合
事務局提出資料
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（ローカル系統：送変電設備（主要送変電設備を除く。）の審査・査定方法）
拡充投資及び更新投資
ローカル系統の送変電設備については、対象となる設備の種類が非常に多岐にわたることから、主要送変電
設備と同様に｢投資量｣と｢投資単価｣への区分を行うことが困難である。
このため、第一規制期間における送変電設備の査定については、参照期間における各一般送配電事業者の
実績額に、主要送変電設備等に対する各一般送配電事業者の査定率を適用する。
ただし、その査定率が適用された費用額に加えて、各一般送配電事業者からの合理的な説明がなされた費
用額に限り、収入の見通しに算入することを認める。

（配電系統：配電工事（主要配電拡充投資、主要配電更新投資を除く。）の審査・査定方法）
拡充投資及び更新投資
第一規制期間における配電工事（主要配電拡充投資、主要配電更新投資を除く）の査定については、参
照期間における各一般送配電事業者の実績額に、主要配電拡充投資及び主要配電更新投資等おける各
一般送配電事業者の査定率を乗じる。
ただし、その査定率が適用された費用額に加えて、各一般送配電事業者からの合理的な説明がなされた費
用額に限り、収入の見通しに算入することを認める。

【参考】CAPEX（その他設備） －審査要領（抜粋）－

第16回 料金制度専門会合
事務局提出資料
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１．次世代投資からの振替後の再査定結果

２．各一般送配電事業者からの説明の検証



8

その他設備 検証結果（送電）（次世代投資からの振替後）

⚫ その他設備（送電）につき、主要設備（送電）の査定率を用いた検証を実施した結果は以下のとおり。

会社

主要設備 査定率の算定 その他設備
検証結果

－各社提出値

過去実績
（A）

推計費用
（B）

査定額
（C）=B-A

査定率
（D）=C/A

過去実績
（E）

削減率
（F）＝D

検証結果
(G）=

E×（1+D）

提出値
（H）

差額
（I）=G-H

北海道電力NW 25,422 25,639 217 0.9% 20,351 0.9% 20,525 28,386 ▲ 7,861

東北電力NW 86,044 85,475 ▲ 569 -0.7% 81,249 -0.7% 80,712 59,775 20,936

東京電力PG 166,114 154,686 ▲ 11,429 -6.9% 156,331 -6.9% 145,575 265,985 ▲ 120,410

中部電力PG 63,940 60,536 ▲ 3,404 -5.3% 38,094 -5.3% 36,067 41,609 ▲ 5,543

北陸電力送配電 22,672 21,715 ▲ 958 -4.2% 19,013 -4.2% 18,210 15,772 2,438

関西電力送配電 85,878 82,423 ▲ 3,455 -4.0% 68,845 -4.0% 66,075 116,461 ▲ 50,386

中国電力NW 47,505 44,113 ▲ 3,392 -7.1% 43,872 -7.1% 40,739 56,299 ▲ 15,560

四国電力送配電 15,642 14,188 ▲ 1,454 -9.3% 5,717 -9.3% 5,186 13,753 ▲ 8,567

九州電力送配電 37,770 37,257 ▲ 513 -1.4% 49,327 -1.4% 48,657 64,904 ▲ 16,247

沖縄電力 3,229 3,466 237 7.3% 14,075 7.3% 15,108 20,555 ▲ 5,447

10社合計 554,216 529,497 ▲ 24,719 -4.5% 496,874 -4.5% 476,854 683,500 ▲ 206,645

（単位：百万円）

注1 主要設備の実績単価及び推計単価の算定にあたっては高額案件は除く。一方で、単価に乗じる数量には高額案件も含む。
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その他設備 検証結果（変電）（次世代投資からの振替後）

⚫ その他設備（変電）につき、主要設備（変電）の査定率を用いた検証を実施した結果は以下のとおり。

会社

主要設備 査定率の算定 その他設備
検証結果

－各社提出値

過去実績
（A）

推計費用
（B）

査定額
（C）=B-A

査定率
（D）=C/A

過去実績
（E）

削減率
（F）＝D

検証結果
(G）=

E×（1+D）

提出値
（H）

差額
（I）=G-H

北海道電力NW 6,112 5,923 ▲ 189 -3.1% 24,654 -3.1% 23,892 28,470 ▲ 4,578

東北電力NW 10,475 9,980 ▲ 495 -4.7% 80,694 -4.7% 76,882 92,757 ▲ 15,875

東京電力PG 15,848 16,831 983 6.2% 91,177 6.2% 96,832 166,574 ▲ 69,742

中部電力PG 9,969 9,958 ▲ 10 -0.1% 96,527 -0.1% 96,428 79,147 17,281

北陸電力送配電 3,342 3,585 243 7.3% 26,315 7.3% 28,228 25,108 3,119

関西電力送配電 13,552 14,544 992 7.3% 88,314 7.3% 94,779 114,954 ▲ 20,175

中国電力NW 10,099 10,106 6 0.1% 42,112 0.1% 42,138 49,237 ▲ 7,099

四国電力送配電 2,932 2,879 ▲ 53 -1.8% 19,182 -1.8% 18,836 29,998 ▲ 11,162

九州電力送配電 8,081 7,823 ▲ 258 -3.2% 57,218 -3.2% 55,389 62,936 ▲ 7,547

沖縄電力 1,861 1,781 ▲ 80 -4.3% 14,007 -4.3% 13,406 13,632 ▲ 226

10社合計 82,270 83,409 1,139 1.4% 540,200 1.4% 546,810 662,814 ▲ 116,003

（単位：百万円）

注1 主要設備の実績単価及び推計単価の算定にあたっては高額案件は除く。一方で、単価に乗じる数量には高額案件も含む。
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その他設備 検証結果（配電）（次世代投資からの振替後）

⚫ その他設備（配電）につき、主要設備（配電）の査定率を用いた検証を実施した結果は以下のとおり。

会社

主要設備 査定率の算定 その他設備
検証結果

－各社提出値

過去実績
（A）

推計費用
（B）

査定額
（C）=B-A

査定率
（D）=C/A

過去実績
（E）

削減率
（F）＝D

検証結果
(G）=

E×（1+D）

提出値
（H）

差額
（I）=G-H

北海道電力NW 94,725 90,553 ▲ 4,172 -4.4% 82,030 -4.4% 78,417 78,223 194

東北電力NW 219,907 220,556 649 0.3% 199,517 0.3% 200,106 196,821 3,285

東京電力PG 445,102 445,026 ▲ 76 -0.0% 431,490 -0.0% 431,416 403,829 27,587

中部電力PG 218,505 223,947 5,442 2.5% 193,630 2.5% 198,452 202,675 ▲ 4,223

北陸電力送配電 54,026 53,963 ▲ 63 -0.1% 47,848 -0.1% 47,792 45,905 1,887

関西電力送配電 170,467 170,411 ▲ 56 0.0% 265,843 0.0% 265,756 260,538 5,218

中国電力NW 163,571 162,096 ▲ 1,475 -0.9% 133,982 -0.9% 132,774 131,527 1,247

四国電力送配電 64,206 65,201 995 1.5% 58,110 1.5% 59,010 51,279 7,731

九州電力送配電 195,564 191,182 ▲ 4,382 -2.2% 165,570 -2.2% 161,860 164,203 ▲ 2,343

沖縄電力 19,948 20,386 437 2.2% 28,407 2.2% 29,029 28,668 361

10社合計 1,646,021 1,643,319 ▲ 2,701 -0.2% 1,606,427 -0.2% 1,604,615 1,563,668 40,122

（単位：百万円）

注1 配電の高経年化対策（無電柱化）は個別査定を含むため除く。
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その他設備 検証結果（送・変・配電合計） （次世代投資からの振替後）
⚫ 前頁までの送電、変電、配電のその他設備の検証結果を集計すると以下のとおりである。

⚫ 下記の検証結果を上回る費用が発生する見込みである場合には、一般送配電事業者より別途、個別説明
の機会を設けることとし、その検証結果については、次スライド以降にて取り上げることとしたい。

会社
主要設備 査定率の算定 その他設備

検証結果
－各社提出値

過去実績
（A）

推計費用
（B）

査定額
（C）=B-A

査定率
（D）

過去実績
（E）

削減率
（F）

検証結果
(G）

提出値
（H）

差額
（I）=G-H

北海道電力NW 126,259 122,115 ▲ 4,144

送変配の
それぞれの率を
使うため省略

127,035

送変配の
それぞれの率を
使うため省略

122,834 135,079 ▲ 12,245

東北電力NW 316,426 316,011 ▲ 415 361,460 357,699 349,354 8,346

東京電力PG 627,064 616,542 ▲ 10,521 678,998 673,824 836,389 ▲ 162,565

中部電力PG 292,414 294,441 2,028 328,252 330,947 323,431 7,516

北陸電力送配電 80,040 79,262 ▲ 778 93,176 94,230 86,786 7,444

関西電力送配電 269,896 267,377 ▲ 2,519 423,002 426,610 491,953 ▲ 65,343

中国電力NW 221,175 216,315 ▲ 4,860 219,965 215,652 237,063 ▲ 21,411

四国電力送配電 82,780 82,268 ▲ 513 83,010 83,032 95,030 ▲ 11,998

九州電力送配電 241,414 236,261 ▲ 5,153 272,114 265,905 292,043 ▲ 26,138

沖縄電力 25,038 25,633 594 56,488 57,543 62,855 ▲ 5,312

10社合計 2,282,507 2,256,226 ▲ 26,281 2,643,501 2,628,279 2,909,982 ▲ 281,703

（単位：百万円）

注1 主要設備の実績単価及び推計単価の算定にあたっては高額案件は除く。一方で、単価に乗じる数量には高額案件も含む。

注2 配電の高経年化対策（無電柱化）は個別査定を含むため除く。
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１．次世代投資からの振替後の再査定結果

２．各一般送配電事業者からの説明の検証
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２．その他設備 －各一般送配電事業者からの説明の検証方法－

⚫ その他設備についても、主要設備と同様、可能な限り投資量と単価に分
解することを事業者へ求めた上で、以下の通り検証を行う。

– 単価については、既に主要設備の査定率を乗じていることから、基本的には単価要
因による収入の見通しへの追加算入は認めない。

– 投資量については、その他設備の性質に応じて、①主要設備の増加量と比例して
増加するもの、②その他設備単独で増加するものに分けた上で検証する。

– ①主要設備の増加量と比例して増加するものについては、主要設備に係る主要工
事件名説明書にて、投資量の妥当性を検証済であることから、収入の見通しへの
追加算入を認める。

– ②その他設備単独で増加するものについては、増加の合理性について個別検証を
行うこととする。
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２．その他設備 －検証方法イメージー

単価

物量

参照期間単価
×

主要設備査定率

規制期間単価
（提出値）

参照期間実績
×

主要設備査定率
（10/5査定後金額）

参照期間の投資量
からの増加分

査定率適用後の単価
からの増加分

参照期間
投資量

規制期間
投資量

（提出値）

既に主要設備の査定率を乗じ
ていることから、基本的には
単価要因による収入の見通し
への追加算入は認めない。

①主要設備の増加量と比例して
増加するものについては、主要設
備に係る主要工事件名説明書に
て、投資量の妥当性を検証済で
あることから、収入の見通しへの
追加算入を認める。

②その他設備単独で増加するも
のについては、増加の合理性につ
いて個別検証を行うこととする。
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北海道電力NWの検証結果



16

北海道電力NWの検証にあたって

⚫ 北海道電力NWにおけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

北海道電力
PG 1,228億円

送電
205
億円

変電
239
億円

配電
784
億円

1,351億円

送電
284
億円

変電
285
億円

配電
782
億円

+2
億円

▲79
億円

▲46
億円 検証結果額

検証対象

検証対象外

検証対象

※2億円分相殺

【その他設備】

提出値
参照期間実績×主要設備査定率

（査定後金額）
本検証内容
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２．その他設備 北海道電力NW【送電】 －増減率の比較－ １/２

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額 数量 投資額 数量 投資額 数量 投資額

鉄塔
架空地線 90.8km 97.2km +7.0% +6.4% +7.0% 97.2km

がいしその他 － － － ▲19.8% ▲19.8% －
送電線

地中ケーブル
管路・洞道
（新設）

16.5km 73.3km +344.2％ +403.2% +344.2% 73.3km

合計 － 6,556 － 22,470 － － － － 20,085

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

鉄塔 350基 376基 +7.4%

送電線 229.8Km 370.9Km +61.4%

地中ケーブル（管路新設分のみ） 16.5km 73.3Km +344.2%

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

⇒13,529百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 架空地線（単独張替）：光ファイバーを内蔵したOPGWと鋼より線があり、特に鋼より線は1980年以
降に製造されたものが多く、規制期間において経過年数が40年以上となる高経年設備が増加している。

– 送電線および地線の更新は腐食の進行度合を診断した上で、送電線と同調した更新を基本に工事を
計画しているが、地線のみ腐食が進行している場合に単独で更新するものであり、経過年数と腐食の進
行度合を踏まえ計画されたものであり、送電線と同調した更新分との合計で比較すると30%程度の増
加であるから、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）

規制期間
（提出値）

増減率 検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

架空地線 39.2km 79.0km +101.5% +182.7% +101.5% 79.0km

パンザーマストその他 － － －% ▲60.6% ▲60.6% －

合計 － 13,978 － 5,916 － － － － 5,778

２．その他設備 北海道電力NW【送電】 －増減率の比較－ ２/２

③その他設備の検証結果

⇒▲8,200百万円の追加算入とする
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２．その他設備 北海道電力NW【変電】 －増減率の比較－ １/３

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変圧器 電力ケーブル 23,600m 36,800m +55.9% +59.6% +55.9% 36,800m

合計 － 1,328 － 2,120 － － － － 2,072

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

変圧器 55台 86台 +56.4%

遮断器 76台 112台 +47.4%

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

– 変圧器に付随して増加する品目については、変圧器の増加率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の増加は妥当である。

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

⇒744百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– GIS：更新目安を経年50年としていることによる高経年化設備更新数の増加及び敷地内が狭隘とな
る市内系の屋内式変電所の別位置での再設工事の増加によるものであることから、数量の増加は妥当
である。

– 調相設備：再エネの連系拡大に伴い、適正電圧の維持が課題となっているため、基幹系統に調相設備
を設置し、電圧を適切に維持するとともに、軽負荷期における大規模電源の事故停止等における系統
電圧上昇対策を行う。レジリエンス強化のための分路リアクトルの新設・増設9台及び経年劣化による電
力用コンデンサの更新16台であることから、数量の増加は妥当である。

– 断路器：更新目安を50年としていることによる高経年化設備更新数の増加によるものであることから、
数量の増加は妥当である。取替時の作業範囲が同じとなる遮断器等に同調して更新することを計画し
ており、遮断器の増加率（47.4%）の範囲内にも収まっていることを確認した。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

投資額
（百万円）

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

ＧＩＳ 50ﾕﾆｯﾄ 104ﾕﾆｯﾄ +108.0% +90.1% +108.0% 104ﾕﾆｯﾄ

調相設備 7台 25台 +257.1% +156.7% +257.1% 25台

断路器 163台 213台 +30.7% +28.1% +30.7% 213台

２．その他設備 北海道電力NW【変電】 －増減率の比較－ ２/３

③その他設備の検証結果 1/2
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 計器用変成器：更新目安を経年40年としていることによる高経年化設備の更新及びPCB含有の疑い
がある機器の取替によるもの、数量の増加は妥当である。

– 制御盤・保護盤：再エネの連系拡大に伴い、適正電圧の維持が課題となっているため、基幹系統に調
相設備を設置し、電圧を適切に維持するとともに、軽負荷期における大規模電源の事故停止等におけ
る系統電圧上昇対策を行う。レジリエンス強化による増加であることから、数量の増加は妥当である。

– 用地費：参照期間において大規模な薄野変電所の再設を行われているが、土地の取得は伴わないも
のだったため、用地費は全体として3億円程度となっていた。一方、規制期間においては、大通変電所の
再設工事に伴い、地価が高額な札幌市の中心部に位置する土地の取得が必要となった結果、用地費
全体として15億円程度となっていることから、投資額の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

計器用変成器 122台 264台 +116.4% +126.9% +116.4% 264台

制御盤・保護盤 346面 351面 +1.4% +7.2% +1.4% 351面

用地費 － － －% +399.0% +399.0% －

その他 － － － ▲12.1% ▲12.1% －

合計 － 22,563 － 26,350 － － － － 26,083

２．その他設備 北海道電力NW【変電】 －増減率の比較－ ３/３

③その他設備の検証結果 2/2

⇒3,520百万円の追加算入を認める
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（参考）北海道電力NW【送電】 －管路－
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（参考）北海道電力NW【送電】 －管路－
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（参考）北海道電力NW【変電】 －GIS－ １/２
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（参考）北海道電力NW【変電】 －GIS－ ２/２
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（参考）北海道電力NW【変電】 －調相設備－
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（参考）北海道電力NW【変電】 －断路器－
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（参考）北海道電力NW【変電】 －計器用変成器－
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（参考）北海道電力NW【変電】 －用地費－
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東京電力PGの検証結果
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東京電力PGの検証にあたって

⚫ 東京電力PGにおけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

東京電力
PG 6,738億円

送電
1,456
億円

変電
968
億円

配電
4,314
億円

8,364億円

送電
2,660
億円

変電
1,666
億円

配電
4,038
億円

検証結果額

検証対象

検証対象外

検証対象

提出値
参照期間実績×主要設備査定率

（査定後金額）
本検証内容

※276億円分相殺

+276
億円

▲1,204
億円

▲697
億円

【その他設備】



⇒8,790百万円の追加算入を認める
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２．その他設備 東京電力PG【送電】 －増減率の比較－ １/３

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

鉄塔
拡充 342基 490基 +43.3% ＋4.9% +43.3% 490基

更新 320基 680基 +112.5% +77.3% +112.5% 680基

送電線

更新/154kV 81
km/回線延長

340
km/回線延長

+319.8% +314.8% +319.8%
340

km/回線延長

更新/66kV 273
km/回線延長

546
km/回線延長

+100.0% +122.5% +100.0%
546

km/回線延長

拡充 ※1 168
km/回線延長

460
km/回線延長

－ － － －

地中ケーブル 管路（新設・供給用） 97.0km 58.1km ▲40.1% ▲23.6% ▲40.1% 58.1km

合計 － 46,320 － 57,567 － － － － 55,110

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

鉄塔
拡充 342基 490基 +43.3%

更新 320基 680基 +112.5%

地中ケーブル 468.6km 620.8km +32.5%

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

送電線

更新154kV 81km 340km +319.8%

更新66kV 273km 546km +100.0%

拡充 168km 460km +173.8%

※1 送電線の拡充投資に関連するその他設備の投資は鉄塔関連に含む。
※2 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を採用する。

※2

※2

※2



品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

管路・洞道（新設） 20.9km 64.0km +206.2% +1,049.3% － 64.0km

管路・洞道（移設） 4.0km 10.0km +150.0% +240.3% － 10.0km

管路・洞道（地中化） 4.5km 8.6km +91.1% +12.3% － 8.6km

管路・洞道（その他） 1.2km 3.5km +191.7% +43.3% － 3.5km

鉄塔部材取替 320基 880基 +175.0% +172.4% +175.0% 880基

鉄塔耐震対策 －基 74基 － － － 74基

③：②以外のその他設備の検証結果 1/2

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を適用する。

※1
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。
– 管路：変電所新設に関連し、既設送電線との連系するための管路新設が増加、また、大規模DC供給に対応するた
めの系統増強にも管路工事が発生していることから、数量の増加は妥当である。

– 1件あたりの金額規模が大きく、主要工事件名説明書にて投資額の妥当性を確認していることから、投資額の増加は
妥当である。管路・洞道工事は、1件あたりの金額規模が大きく、個別性が強いことから、主要工事件名説明書により
確認済であることを踏まえると、規制期間の提出値の投資額に対して主要設備の査定率を乗じることとしてはどうか。

– 鉄塔部材取替：劣化診断を行った上で劣化レベルが高いものについて計画的に取替を行っていること、期待年数を90
年から120年に延長し部材取替により建替工事量を抑えられる見込みであることを確認できたことから、数量の増加は
妥当である。

– 鉄塔耐震対策：2005年9月中央防災会議で示された首都直下地震対策大綱では、首都中枢機関・３次医療機
関の重要設備の電力を1日以内に供給可能とすることなどが定められていることから、都内基幹系変電所の供給ルート
確保のため、基幹系については耐震対策工事を実施してきた（45基）。今後、首都中枢機関への供給ルート確保の
ため、154kV以下系統（地方系）の耐震対策費用を計上するものであることから、数量の増加は妥当である。

２．その他設備 東京電力PG【送電】 －増減率の比較－ ２/３
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。
– OFケーブルについては、2016年の火災事故をきっかけとしたレジリエンス対応であり、計画的に取替を行っていることを確
認できたことから、数量の増加は妥当である。一方で、数量の増加を上回る投資額の増加については、主要設備と同様、
直近の銅価格の上昇等による影響であり、主要設備の査定率を乗じていることを踏まえ、認めないこととしてはどうか。

– 橋梁添架管路耐震対策は、中央防災会議で示された首都中枢機関への供給ルート確保対策であり、2013年の首都
直下地震震源見直しに伴う橋梁添架管路部の耐震再評価結果から、基幹系ケーブル損傷による大規模停電リスクが
判明したため、規制期間に新たに耐震対策を計画していることから、数量の増加は妥当である。

– 油槽耐震対策は、首都直下地震対策大綱にて、首都中枢機関の重要設備の電力を1日以内に供給可能とすることな
どが定められていることから、地震発生後、首都中枢機関へ1日以内に供給可能な対策とする必要があるため、数量の増
加は妥当である。

– 調整所水害対策は、激甚化する自然災害により変電所が浸水する事例（2019年台風19号）が発生したため、
2020年から被害想定を再評価した結果、地中ケーブルの油圧システムや冷却システムが設置されている調整所について
も規制期間に水害対策を計画し、具体的な対策を2022年に策定した後、2023年より実施することから、数量の増加
は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

OFケーブルCV化/66kV 92km 123km +33.7% +205.1% +33.7% 123km

OFケーブルCV化/154kV 23km 51km +121.7% +524.3% +121.7% 51km

橋梁添架管路耐震対策 －か所 39か所 － － － 39か所

油槽耐震対策 －か所 128か所 － － － 128か所

調整所水害対策 －か所 19か所 － － － 19か所

その他 － － +8.4% ±0.0% －

合計 － 99,223 － 208,418 － － － － 186,459

２．その他設備 東京電力PG【送電】 －増減率の比較－ ３/３

③：②以外のその他設備の検証結果 2/2

⇒87,237百万円の追加算入を認める
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２．その他設備 東京電力PG【変電】 －増減率の比較－ １/３

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変圧器

154kV 12台 37台 +208.3% +214.5% +208.3% 37台

66kV 232台 183台 ▲21.1% ▲34.1% ▲21.1% 183台

その他（個別工事） 8台 15台 － － － －

遮断器 133台 268台 +101.5% +114.4% +101.5% 268台

合計 － 29,410 － 42,658 － － － 41,804

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

変圧器

154kV 12台 37台 +208.3%

66kV 232台 183台 ▲21.1%

その他 8台 15台 +87.5%

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

– 変圧器に付随して増加する品目については、電圧別に分解した結果、変圧器の増加率と整合しているこ
とが確認できたことから、数量の増加は妥当である。

– 遮断器に付随して増加する品目については、遮断器の増加率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の増加は妥当である。

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を採用する。

※1

※1

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

遮断器 133台 268台 +101.5%

⇒12,394百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 変電所建屋新設等（個別工事）：東京周辺地域では、近年データセンターの供給申込が千葉、多摩、神奈川などの特定
地域に集中して発生しており、これに対応するため変電所の新設および関連する送電設備の増強が必要となっていること、また
関東北部エリアでは、再エネ連系の申込みが継続しておりこれに対応するための変電所新設が必要となっている。このため、数
量の増加は妥当であることに加えて、変電所新設は、1件あたりの金額規模が大きく、個別性が強いことから、全11箇所につい
て、主要工事件名説明書により確認済であることを踏まえ、投資額の増加率を適用する。

– 保護装置設備更新：既設設備メーカーの作業員不足のため設備更新が滞っており、メーカー保守期限切れとなっている設備
を機能維持のためメーカーと個別に保守契約して使用している状況。そのため、レトロフィット工法（既設設備を改造し汎用品
を利用可能とする工法）により工事力を約２割（約240面→約290面）増加させ、2032年までの10年間で保守期限切
れ設備を全て設備更新する計画であることから、数量の増加は妥当である。

– スパクラ更新/66kV：施工性の高い66kV新型スパクラを2023年12月より適用開始することで年間施工量の増加が見込
める（従来型よりも工程の3～4割減）。高経年化対策（スパクラ内部で使用しているブッシングでは過去に複数回の事故を
経験）を進めるために数量増として計画に反映しているため、数量の増加は妥当である。

– スパクラ更新/154kV：66kVと同じ高経年化に伴う不具合といった課題がある。代替器（後継器）の開発が2024年度に
開発完了予定で、開発でき次第順次適用する計画であるため、数量の増加は妥当である。

– ミニクラッド更新：高経年化に伴う更新が必要であった。2019年に新型機器開発を完了する計画だったため、参照期間前
半においては最小限の更新数量に抑制（2017～2019で26バンク、2020、2021で86バンク）していたことから、数量の増
加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変電所新設等（個別工事） 3箇所 14箇所 +366.7% +653.4% +653.4% 14箇所

保護装置設備更新 1,180面 1,446面 +22.5% +19.8% +22.5% 1,446面

スパクラ更新/66kV 61台 88台 +44.3% +46.2% +44.3% 88台

スパクラ更新/154kV －台 23台 － － － 23台

ミニクラッド更新 112バンク 320バンク +185.7% +157.4% +185.7% 320バンク

２．その他設備 東京電力PG【変電】 －増減率の比較－ ２/３

※1

※1

③：②以外のその他設備の検証結果 1/2

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を採用する。
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 変電所水害対策は、 2019年の東日本台風（台風19号）被害の知見等を踏まえて、国土交通省地点別浸水シ
ミュレーションシステム等を参考に、当社設備においても被害想定は想定最大規模とし、評価エリアも首都圏のみから当
社管内に拡大して、2020年から被害想定を再評価し、600変電所が対象となった。2021年に対策スケジュールを検
討し、全箇所を規制期間で実施することは施工力上厳しく、まずは先行評価していた首都圏の75箇所（うち，規制期
間が68箇所）を優先し、対策を実施する。

– ただし、優先的に実施する75箇所については2012年に選定、2015年に水防法が改正されたことを踏まえると、2016
年度から実施できたと考えられ、2016年度～2027年度で計画的に実施した場合、75箇所÷12年＝6.25箇所/年
となるため、2016年度～2022年度分の43箇所（＝6.25箇所/年×7年）は、第1規制期間に実施する必然性が
認められないことから、第1規制期間の原価として認めないことが妥当ではないか（▲37億円）。

– 移動用機器配備は、従来は停電対応を基本に交通アクセスの良い変電所に集中的に26台を配備していたが、水害対
策の知見から、河川氾濫で道路交通不能時の変電所が水没した場合の緊急対応なども想定したレジリエンス強化を目
的とした追加配備であることから、数量の増加は妥当である。

– 変電設備耐震対策は、中央防災会議にて示された首都直下地震対策大綱等に基づき、優先度を決定しながら対策
を進めており、首都中枢機関並びに第3次救急医療機関に供給する154kV以下の変電設備の耐震評価を2018年
以降実施し、完了したところから参照期間より対策を実施していることから、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（査定後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変電所水害対策 －か所 68か所 － － － 25か所

移動用機器配備 －台 14台 － － － 14台

変電設備耐震対策 ８か所 23か所 +187.5% +181.1% +187.5% 23か所

充電池・蓄電池大容量化 280か所 280か所 ±0.0% +48.7% ±0.0% 280か所

その他 － － － +22.9% ±0.0% －

合計 － 67,420 － 123,916 － － － － 115,214 

２．その他設備 東京電力PG【変電】 －増減率の比較－ ３/３

③：②以外のその他設備の検証結果 2/2

⇒47,794百万円の追加算入を認める※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を採用する。

※1



（参考）東京電力PG【送電】 －管路・洞道工事－
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（参考）東京電力PG【送電】 －鉄塔部材取替－

39



（参考）東京電力PG【送電】 －鉄塔耐震対策－
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（参考）東京電力PG【送電】 －OFケーブルCV化－
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（参考）東京電力PG【送電】 －災害対策－ １/２
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＜油槽耐震対策＞

対策開始に至る時系列は以下のとおり。

2005年9月 中央防災会議「首都直下地震対策大綱」制定。

⇒これをうけて、社内会議「防災対策委員会」を設置し、耐震評価。

2013年12月 中央防災会議が首都直下地震震源見直し公表

⇒基幹系統を優先して概略耐震評価、耐震対策を実施。

2018年9月 基幹系統対策を踏まえ、154 kV以下首都中枢機関供給ルートの耐震概略評価開始

⇒概略耐震評価を踏まえた系統評価を2020年まで実施。

2021年 系統評価を受けて対策要否を検討。

上記の時系列で耐震対策を検討していたため、154 kV以下ローカル系統の油槽耐震対策は規制期間から対策をする
こととなった。

＜調整所水害対策＞

・2012年の中央防災会議において、「首都圏大規模水害対策大綱」が公表されたことから、対象となる荒川・利根
川の河川が氾濫した際の各設備への被害想定および復旧期間について評価し、調整所浸水直後、主回路への影響なし
の結果となったため、対策は実施していなかった。

・その後、2017年に水防法が改正され、被害想定について計画規模相当（1/200年確率の降雨量）から想定最大規
模（1/1000年確率の降雨量）に見直されたこと、および2019年に変電所が浸水する事例（台風19号）を受け、
2020年から被害想定を再評価。

・その結果、調整所浸水により長時間、冷却設備が停止した場合、送電容量抑制の恐れがあること判明したが、
2022年まで対策方法の検討を実施していたため、参照期間には対策を実施していなかった。

（参考）東京電力PG【送電】 －災害対策－ ２/２



（参考）東京電力PG【変電】 －変電所新設・移設－
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（参考）東京電力PG【変電】 －保護装置設備更新－
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（参考）東京電力PG【変電】 －スパクラ、ミニクラッド－



（参考）東京電力PG【変電】 －移動用機器－
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• 2012年の中央防災会議において，「首都圏大規模水害対策大綱」が公表されたことから，対象となる荒川・利根
川の河川が氾濫した際の各設備への被害想定および復旧期間について評価（75変電所）

• その結果，復旧に時間を要する基幹系変電所のリレー関係の設備を最優先で対策する必要があるとのことから，
対象となるリレー関係の設備が設置してある建物の防水対策を実施。（＝建物のためその他費用のうち，変電費
ではなくその他が中心。電源ケーブル貫通部に粘土状のネオシールと呼ばれる部材を詰める簡易止水対策も実施
しているが，規制期間の機器の嵩上げ工事とは根本的に異なる工事。なお，リレー盤は浸水被害を受けると交換
以外の手が無く，製作に半年～1年程度要することから，機器の嵩上げよりもリレー盤を優先的に保護する考えで
あった）

• その間，水防法が改正され，被害想定について，計画規模相当（1/200年確率の降雨量）から想定最大規模
（1/1000年確率の降雨量）に見直されたこと，および2013年，2019年の台風による浸水被害を受けたことから，
当社設備においても被害想定は想定最大規模とし，評価エリアも首都圏のみから当社管内に拡大して，2020年か
ら被害想定を再評価（75⇒600変電所超）。

• 2021年に対策スケジュールを検討し，全箇所を規制期間で実施することは施工力上厳しく，まずは先行評価して
いた首都圏の75箇所（うち，規制期間が68箇所）を優先する考え

• これまで，上記の建物防水対策や過去台風被害のあった変電所の水害対策を実施しているものの，本格的な展開
は初であるため，モデルケース的に，2021年，2022年に数か所ずつ水害対策工事を実施し，設計・施工面等の
課題を評価する考えであった

• 優先変電所の水害対策工事の知見を活用し，残りの変電所についても今後対策を展開する予定

• なお，変電所の水害対策完了までには長期間を要するため，2019年より簡易な浸水対策や対策要の材料等を配備
している（既に完了）

（参考）東京電力PG【変電】 －変電所水害対策－ １/2
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（参考）東京電力PG【変電】 －変電所水害対策－ ２/2
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関西電力送配電の検証結果
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関西電力送配電の検証にあたって

⚫ 関西電力送配電におけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

関西電力
送配電 4,266億円

送電
661
億円

変電
948
億円

配電
2,658
億円

4,920億円

送電
1,165
億円

変電
1,150
億円

配電
2,605
億円

検証結果額

検証対象

検証対象外

検証対象

※52億円分相殺

+52
億円

▲504
億円

▲202
億円

【その他設備】

提出値
参照期間実績×主要設備査定率

（査定後金額）
本検証内容
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２．その他設備 関西電力送配電【送電】 －増減率の比較－ １/４

⚫ 主要設備の増加率を主要設備に付随するその他設備の許容増減率とし、検証を行っ
た結果、以下のとおりとなった。

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

鉄塔

フェンス・
敷地コンクリート

108基 206基 +90.7% +114.3% +90.7% 206基

用地費 316基 611基 +93.4％ +144.4％ +93.4% 611基

送電線
がいし・架線金具 1,046箇所 2,177箇所 +108.1% +168.0% +108.1% 2,177箇所

架空地線 68km 209km +207.4％ +221.3％ +150.4% 170km

合計 － 6,360 － 15,756 － － － － 12,875

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

鉄塔 316基 611基 +93.4%

送電線※1 121km 303km +150.4%

地中ケーブル 714.4km 669.6Km ▲6.3%

※1 送電線更新物量は、原則、その他設備と同時改修を実施する鉄塔同時改修分を計上。

①：主要設備の増加率(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

⇒6,515百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 新架空化設備については、33kV以下の鉄塔建替時は、鉄塔方式と新架空（電柱＋被覆線）方式
による改修を採算比較し、コスト面にて有利となったものについては、新架空方式を採用している。新架
空化方式のコスト優位性がある案件が、参照期間と比較し多かったため、新架空化設備の物量が増加
していることから、数量の増加は妥当である。

• 計画している新架空設備（地中化分含む18.2㎞）を鉄塔方式にて構築した場合は、鉄塔90基が必要となる。鉄塔方式と新架
空方式を比較した結果は以下のとおりであり、コスト優位性があるため、新架空方式の採用に至っている。

鉄塔方式：90基*0.56億円/基＝50.4億円
新架空方式（架空）：15.4㎞*0.6億円/km＝9.2億円
新架空方式（地中）：2.8㎞*3.0億円/km＝8.4億円 （地中ルート構築に係る費用（資材費、工事費等）を個別に算出）
新架空方式合計：9.2+8.4＝17.6億円⇒鉄塔方式と比較してコスト優位となるため採用

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

鉄塔（リスク算定対象外） 46基 33基 ▲28.3％ ▲28.9％ ▲28.3％ 33基

電線（リスク算定対象外） 156km 146km ▲6.4％ +14.1％ ▲6.4％ 146km

新架空化設備（新架空） 3.0km 15.4km +413.3％ +420.8％ +413.3％ 15.4km

新架空化設備（地中化） － 2.8km － － － 2.8km

がいし・架線金具 5,930箇所 4,615箇所 ▲22.2％ +0.2％ ▲22.2％ 4,615箇所

２．その他設備 関西電力送配電【送電】 －増減率の比較－ ２/４

③：②以外のその他設備の検証結果 1/3

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を適用する（▲28.9%）。

※1
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 管路の大型拡充については、大阪万博関連工事、関空線増強工事、データセンター供給工事による増
加であり、主要工事件名説明書にて投資量の妥当性を確認済のため、数量の増加は妥当である。

– 管路のその他拡充については、再生可能エネルギー発電設備との系統連系に伴う拡充管路工事の増
加（＋4.0km）の影響であり、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

架空地線 350km 180km ▲48.6％ ▲46.1％ ▲48.6％ 180km

フェンス・敷地コンクリート 170基 10基 ▲94.1％ ▲87.3％ ▲94.1％ 10基

管路

大型拡充※1 －km 16.6km － － － 16.6km

その他拡充 7.4km 11.4km +54.1% +57.5% +54.1% 11.4km

更新 25.3km 30.5km +20.6% ▲0.2% +20.6% 30.5km

※1 大阪万博関連工事・関空線増強工事・データセンター供給工事

③：②以外のその他設備の検証結果 2/3

※2

※2 数量が増加している一方で投資額は減少しているため、投資額の減少率を採用する（▲0.2%）。

２．その他設備 関西電力送配電【送電】 －増減率の比較－ ３/４
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– OFケーブルCV化/154kV：大阪万博供給のために154ｋV系統の増強が必要であり、10km超の
154kVOF線路が対象となること及びPCB特措法に基づく微量PCB含有OFケーブルの処理期限
（2026年度末）に向けて、CVケーブルへの更新が最盛を迎えることから、数量の増加は妥当である。

– 大阪万博関連工事：夢洲開閉所の新設であり、金額については投資する設備毎の費用を積み上げて
算定している。構成される設備としてはガス絶縁開閉装置、配電盤・保護盤およびその他設備（電力
ケーブル・制御ケーブル・機器基礎他）がある。過去実績を踏まえた費用となっていることから、規制期間
の提出値の投資額に対して主要設備の査定率を乗じることとしてはどうか。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

OFケーブル
CV化

77kV 123.5km 90.6km ▲26.6% +16.6% ▲26.6% 90.6km

154kV 55.5km 75.5km +36.0% +87.1% +36.0% 75.5km

大阪万博関連工事 －件 1件 － － － －

合計 － 50,941 － 73,871 － 66,262

③：②以外のその他設備の検証結果 3/3

⇒15,320百万円の追加算入を認める

２．その他設備 関西電力送配電【送電】 －増減率の比較－ ４/４



56

２．その他設備 関西電力送配電【変電】 －増減率の比較－ １/３

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変圧器
電力ケーブル、
制御ケーブル他

311台
相当数※1

227台
相当数量

▲27.0% ▲33.0% ▲27.0%
227台

相当数量

遮断器
電力ケーブル、
制御ケーブル他

139台
相当数量

124台
相当数量

▲10.8% ▲19.1% ▲10.8％
124台

相当数量

合計 － 4,842 － 3,277 － － － － 3,277

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

変圧器 311台 227台 ▲27.0%

遮断器 139台 124台 ▲10.8%

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

– 変圧器に付随して増加する品目については、変圧器の減少率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の減少は妥当である。

– 遮断器に付随して増加する品目については、遮断器の減少率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の減少は妥当である。

※1 設備の更新に関連して増加する複数設備（制御ケーブル、電力ケーブル、基礎等）を一式で表したもの。

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

※2 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を適用する（▲33.0%、▲19.1%）。

※2

※2

⇒▲1,565百万円の追加算入とする
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– ガス絶縁開閉装置（GIS）及びキュービクル（CUB）：1970～1990年代に建設された設備の高
経年化に伴い、更新するものであることから、数量の増加は妥当である。

– 保護リレー：標準改良周期（30年）を迎える高経年化設備の増加に伴い、更新するものであることか
ら、数量の増加は妥当である。

– 変電所水害対策：昨今、水害の激甚化やそれを受けた水防法等の改正等により、2021年までに各自
治体におけるハザードマップの見直しが進み、水害リスクが顕在化してきたため、今後対策を講じていくもの。
現時点で水害リスクが顕在化している変電所約350箇所に対して優先順位をつけながら対策を講じてい
く予定であり、第１規制期間においては100箇所、第2規制期間以降についても同程度の変電所に対し
て対策を実施することから、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

ガス絶縁開閉装置（GIS） 112ﾕﾆｯﾄ 313ﾕﾆｯﾄ +179.5% +81.7% +179.5% 313ﾕﾆｯﾄ

キュービクル（CUB） 116ﾊﾞﾝｸ 327ﾊﾞﾝｸ +181.9% +81.6% +181.9% 327ﾊﾞﾝｸ

GIS/CUBに関連する電力
ケーブル・制御ケーブル他

112ﾕﾆｯﾄ
116ﾊﾞﾝｸ
相当数量

313ﾕﾆｯﾄ
327ﾊﾞﾝｸ
相当数量

+179.5% +134.2% +179.5%
313ﾕﾆｯﾄ
327ﾊﾞﾝｸ
相当数量

保護リレー 754 ﾕﾆｯﾄ 868 ﾕﾆｯﾄ +15.1% +15.7% +15.1% 868 ﾕﾆｯﾄ

変電所水害対策 －か所 100か所 － － － 100か所

２．その他設備 関西電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ２/３

③：②以外のその他設備の検証結果 1/2

※1

※1

※1

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を適用する（+81.7%、+81.6%、+134.2%）。
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 移動用変電所配備：水害の激甚化やそれを受けた水防法等の改正等を踏まえ、レジリエンスの観点か
ら非常災害において地域間連系が困難になることを想定し、関西一円に分散配置するための台数として
８台を設定していることから、数量の増加は妥当である。

– 配電塔の高経年化対策：経年劣化の分析結果を踏まえ、絶縁紙の劣化傾向が見受けられる配電塔
11基に対して2～3基/年で取替を進める計画となっており、数量の増加は妥当である。

– PCB改修については、PCB含有機器の取替に関するものであり、2026年の期限に向けて計画的に取り
換える計画となっており、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

移動用変電所配備 －台 8台 － － － 8台

配電塔
PCB改修 －台 144台 － － － 144台

高経年対策 1台 11台 +1,000% +293.8% +1,000% 11台

特高屋
内変圧
器室

特高変圧器
PCB改修

3台 28台 +833.3% +828.5% +833.3% 28台

その他変圧器
PCB改修

67台 28台 ▲58.2% ▲48.4% ▲58.2% 28台

高経年対策 7台 14台 +100.0% +86.4% +100.0% 14台

合計 － 29,414 － 56,745 － － － － 56,677

２．その他設備 関西電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ３/３

③：②以外のその他設備の検証結果 2/2

※1

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を適用する（+293.8%、+828.5%、+86.4%）。

※1

※1

⇒27,263百万円の追加算入を認める



Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －架空送電設備におけるその他設備概要－

フェンス・敷コン
・１基計上

フェンス

敷地コンクリート

がいし・架線金具

がいし・架線金具
・3セット(相)を
1箇所として計上

（例）
写真の鉄塔におけるすべて
のがいし・架線金具を改修
した場合、8箇所となる。

①
②

③④

⑤
⑥

⑦
⑧

（拡大写真）
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －フェンス・敷地コンクリートー

• フェンス・敷地コンクリートにおいては、申請期間の物量は、過去実績と比較し減少していますが、鉄塔
建替と同時に実施する鉄塔同時改修物量が大幅に増加しております。

• 過去(2017～2021)実績より、鉄塔同時改修時の単価は単独改修時の約2倍であり、鉄塔同時改
修物量の増加に伴い、費用増となっており、申請期間において、401百万円が追加で必要となります。

単独改修物量
34基／年

単独改修物量
2基／年

【凡例】鉄塔同時改修増加量：22基／年
(基)

鉄塔同時改修物量
43基／年

鉄塔同時改修物量
21基／年

フェンス・敷地コンクリート改修物量

種別 区分

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
①費用

[百万円]
物量
[基]

費用
[百万円]

物量
[基]

②物量
増加率

①×②
必要費用
[百万円]

フェンス・
敷地

コンクリート

単独改修 1,894 170 ー 10 ▲94.1％ ▲1,782

鉄塔同時改修 2,407 108 ー 206 +90.7% +2,183
鉄塔改修物量増によ

る

合計 4,301 278 5,192 216 ー +401 60



Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －がいし・架線金具、架空地線－

• がいし・架線金具、架空地線においては、申請期間の物量は、過去実績と比較し同水準ですが、鉄塔建
替と同時に実施する鉄塔同時改修物量が大幅に増加しております。

• 過去実績(2017～2021)より、鉄塔同時改修時の単価は単独改修時の2.5倍であり、鉄塔同時改修
物量の増加により、費用増となります。

単独改修物量
1,186箇所/年

単独改修物量
70㎞／年

鉄塔同時改修物量
210箇所／年

鉄塔同時改修物量
435箇所／年

鉄塔同時改修物量
14㎞／年

鉄塔同時改修物量
42㎞／年

単独改修物量
36㎞／年

単独改修物量
923箇所/年

【凡例】

鉄塔同時改修増加量：225箇所／年 鉄塔同時改修増加量：28㎞／年

がいし・架線金具改修物量 架空地線改修物量

(㎞)(箇所)
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －管路（大型拡充）－

⚫ 管路の物量は、大阪万博開催に伴う供給線構築をはじめとした大型管路工事を伴う拡充工事の増加
や、至近のデータセンター供給申込み増加に伴い、増加しております。

⚫ 物量増加を踏まえると、規制期間について、13,562百万円が追加で必要となります。

8.4

6.3

7

8.9

0

10

20

30

参照期間 規制期間

[k
m

] DC供給

関空増強

大阪万博

工種

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
費用

[百万円]
物量
[km]

費用
[百万円]

物量
[km]

物量
増加率

必要費用
[百万円]

大
型
拡
充

大阪万博関連工事 ー ー 7,668 8.4 ー +7,668

関空線増強工事 ー ー 3,747 6.3 ー +3,747

DC供給工事 3,425 7.0 5,572 8.9 +27.1% +2,147
DC供給案件の増規制期間
工事が参照期間工事と比較
し増加

計 3,425 7 16,987 23.6 ー +13,562

＜大型拡充案件別管路物量推移＞
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －管路（大型拡充、DC供給工事）－ １/２

⚫ 参照期間5ヶ年で56[件] 、平均11[件/年」程度の契約申込がありました。

⚫ 年度毎の契約申込件数の推移としては、至近年で増加傾向であることがわかります。

6 5

10 10

25

0

5

10

15

20

25

30

2017 2018 2019 2020 2021

[件
]

＜当社におけるデータセンター供給線契約申込件数＞
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －管路（大型拡充、DC供給工事）－ ２/２

⚫ 当面、データセンター建設投資（≒供給検討件数）は高水準で推移する見通しです。

出典：IDC国内データセンター建設投資予測（2022年5月31日）
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ49145522

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

500

（億円）

＜国内データセンター建設投資予測＞
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【送電】 －新架空化設備－

⚫ 33kV以下の鉄塔建替時は、鉄塔方式と新架空（電柱＋被覆線）方式による改修を採算比較し、
コスト面にて有利となったものについては、新架空方式を採用しております。

⚫ 規制期間においては、新架空化設備の物量が増加していることに加え、新架空化ルートの一部を地中
化する必要があり、1,613百万円が追加で必要となります。

新架空化とは
・鉄塔方式から新架空(電柱＋被覆線)方式に変更する工事をいう

鉄塔方式

新架空方式

種別 区分

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
①費用

[百万円]
物量
[km]

費用
[百万円]

物量
[km]

②物量
増加率

①×②
必要費用
[百万円]

新架空

新架空 179 3 895 15.4 +413.3％ +740 新架空化物量増による

地中化 ー ー 873 2.8 ー +873
新架空ルートの一部
地中化による

合計 179 3 1,768 18.2 ー +1,613
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【変電】 －変電所・開閉所の設備構成および改修計画の策定－

⚫ 変電所および開閉所は様々な設備で構成されており、それぞれの役割を果たす主な機器は電圧を変
換する変圧器や主要事故を切り離す開閉装置（遮断器、ガス絶縁開閉装置およびキュービクル）が
あります。

⚫ 高経年化した設備を改修する際には電気の流れを止めるため、それらに接続される電力ケーブルや架
線・制御ケーブル等を含めて協調して改修することで、変電所全体の効率的な高経年化対策の実施に
努めております。

変圧器

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
遮断器断路器 断路器

架線・母線

開閉装置（ガス絶縁開閉装置） 変圧器 開閉装置（キュービクル）

お客さま発電所
（ 電気の流れ ）

電力ケーブル等
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【変電】 －GIS、CUB－

⚫ ガス絶縁開閉装置（GIS）およびキュービクル（CUB）は１９７０～１９９０年代に建設された設備
の高経年化に伴い、更新目安５０年程度（ガイドラインにおける遮断器の標準期待年数相当）での平
準化を考慮した改修計画を策定しております。

⚫ 規制期間の投資物量（GIS:313ユニット、CUB:327ユニット）は参照期間と比較し増加していますが、
平準化更新物量（GIS:370ユニット、CUB:330ユニット）相当であり、妥当と判断しております。

⚫ 物量増加を踏まえると、規制期間において、11,160百万円が追加で必要となります。

物品
種別

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
①費用

[百万円]

物量
[ユニット
数]

費用
[百万円]

物量
[ユニット
数]

②物量
増加率

①×②
必要費用
[百万円]

GIS 4,753 112 9,267 313 +179.5% +4,514 規制期間工事が、参照期間工事と
比較し低単価のため、必要費用は
物量増加率に対し低位。CUB 7,007 116 13,653 327 +181.9% +6,646

物
量

製造年度

■ 参照期間での更新設備 ■ 提出時点での設備保有状況

ＧＩＳ ＣＵＢ

製造年度

＜GISおよびCUBの経年分布＞
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参照期間更新
112 ユニット/5年

参照期間更新
116 ユニット/5年

保有物量
3,672 ユニット

50年平準化更新物量
74ユニット/1年

⇒ 370ユニット/5年

保有台数
3,292 ユニット

50年平準化更新物量
66ユニット/1年

⇒ 330ユニット/5年

74ユニット 66ユニット
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【変電】 －保護リレーー 1/2

⚫ リレーは、高経年化設備の増加に伴う更新物量の急変を抑えるため、標準改良周期を経年30年と定め、その前後で
の更新を基本とし、2023年から2037年まで15年間の更新物量の平準化に努めております。

⚫ 物量増加を踏まえると、規制期間において、1,163百万円が追加で必要となります。

物品種別

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
①費用

[百万円]

物量
[ユニット
数]

費用
[百万円]

物量
[ユニット
数]

②物量
増加率

①×②
必要費用
[百万円]

リ
レ
ー

PCM電流差動保護リレー 719 43 3,548 217 404.7% 2,911 

データ伝送型送電線保護リレー 2,408 132 962 54 ▲59.1% ▲1,423 

回線選択リレー 826 92 649 74 ▲19.6% ▲162 

通信型回線選択リレー 53 3 17 1 ▲66.7% ▲36 

過電流リレー 580 124 544 119 ▲4.0% ▲23 

距離リレー 227 34 294 45 32.4% 74 

スポットネットワーク系統用リレー 38 5 0 0 ▲100.0% ▲38 

母線保護リレー 1,181 92 2,270 181 96.7% 1,142 

地絡過電圧保護リレー 106 22 47 10 ▲54.5% ▲58 

ωC測定付地絡過電圧リレー 0 0 38 12 － 38 

地絡相選別リレー 0 0 36 12 ー 36 

転送遮断リレー 202 28 346 49 75.0% 152 

事故継続分離リレー 16 1 0 0 ▲100.0% ▲16 

脱調分離リレー 25 3 8 1 ▲66.7% ▲16 

ブスタイ分離リレー 127 22 17 3 ▲86.4% ▲109 

次ページに続く
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【変電】 －保護リレーー ２/2

物品種別

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
①費用

[百万円]

物量
[ユニット
数]

費用
[百万円]

物量
[ユニット
数]

②物量
増加率

①×②
必要費用
[百万円]

リ
レ
ー

周波数負荷制限リレー 112 8 232 17 112.5% 126 

電源制限リレー 47 5 18 2 ▲60.0% ▲28 

系統安定化装置（事故検出） 11 1 0 0 ▲100.0% ▲11 

系統安定化装置（負荷制限） 183 14 26 2 ▲85.7% ▲157 

ケーブル故障検出リレー 39 4 19 2 ▲50.0% ▲20 

ネットワーク対応統合型オシロ装置 753 94 477 61 ▲35.1% ▲264 

その他 47 27 10 6 ▲77.8% ▲36 

合計 7,702 754 9,559 868 15.1％ +1,163 

＜平準化後の更新物量＞

第１規制期間
(868ﾕﾆｯﾄ）

参照期間
（754ﾕﾆｯﾄ）

第２規制期間
（956ﾕﾆｯﾄ）

第３規制期間
（796ﾕﾆｯﾄ）

第４規制期間
（1,590ﾕﾆｯﾄ）

第５規制期間
（1,745ﾕﾆｯﾄ）

第６規制期間
（482ユニット）

今後の平準化検討範囲

各期間の平準化後の更新物量 標準改良周期（30年）からみる更新物量

※第2規制期間以降については、現時点での想定

平準化物量:844ユニット
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

⚫ 変圧器内部の絶縁紙は、経年とともに劣化することが分かっており、絶縁紙の劣化により 変圧器内部が
ショートし停電が発生するため、変圧器の計画的な取替が必要となっています。

⚫ 経年劣化の分析結果を踏まえ、絶縁紙の劣化傾向が見受けられる配電塔11基に対して

2～3基/年で取替を進めて参ります。

（参考）関西電力送配電【変電】 －配電塔（高経年化対策）－

絶縁紙の役割
・22kVと6.6kVのコイル間でショート（短絡）
が発生しないよう絶縁を保つ役割です。

絶縁紙の劣化
・絶縁紙は経年とともに熱劣化し、
機械的な強度が弱くなります。

・機械的な強度低下に加え、雷等の異常
電圧が加わると、絶縁紙が破断し、
絶縁破壊に至ります。

配電塔変圧器

絶縁油

内部構造（鉄心、コイル）の概略

設備 工事目的

参照期間
規制期間
提出値

物量増加を踏まえた
必要費用

備考
費用

[百万円]

物量
[ユニット
数]

費用
[百万円]

物量
[ユニット
数]

物量
増加率

必要費用
[百万円]

配電塔 高経年対策 80 1 338 11 +1,000% +258

• 絶縁紙の劣化傾向を踏まえ、
取替計画を策定

• 過去実績においては配電塔
の一式取替を実施のため費
用大

22kVコイル 6.6kVコイル
鉄心

絶縁紙
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Kansai Transmission and Distribution,Inc.

（参考）関西電力送配電【変電】 －特高屋内変圧器室（PCB、高経年化）－

【特高屋内変圧器室設備イメージ】

開閉装置 切替スイッチ機構
（高経年化対象）

変圧器本体
（PCB含有機器＋高経年化対象）

特高変圧器（22kV/420V）

22kV 開閉装置
PCB：56台（サブ変圧器含む）

• 特高屋内変圧器室は、お客さま構内で特別高圧(22、33kV)から高圧(6.6kV)や低圧(420V、100V)
に変電する設備です。

• 主に、多数の需要家が入居されている大型マンションなどへの供給に使用しております。

• 特高屋内変圧器室の主要設備は以下のとおりです。

• 特高変圧器にはPCB含有の可能性があり、取替が必要です。

• また特高変圧器や開閉装置の高経年化に伴い、計画的に取替をしていく必要があります。

高経年：4台

高経年：10台
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（参考）関西電力送配電 － 効率化－

• その他設備では、総額54.4億円の効率化額を織り込み、費用低減に取り組んでいます。

• 具体例として、「ブロック塀改修の見直し」施策においては、当初、大阪北部地震におけるブロック塀の倒壊
事象を受け、全てのブロック塀を一律に早期改修する計画でしたが、公衆災害発生の可能性を計画策定
の評価軸に加えて優先順位を付けた改修計画に見直したこと等で、18.5億円の効率化額を織り込んで
います。

効率化施策 効果額

新架空化によるスリム
化

33.0億円

ブロック塀改修の見直
し

18.5億円

IPリレーの開発及び採
用

1.4億円

デザインビルドによる
管路工事費の削減

0.7億円

その他 0.8億円

合計 54.4億円

【主な効率化施策（その他設備）】

ブロック塀倒壊時における
公衆災害発生の可能性

当初の計画 見直し

大

～

小

「不特定多数の人が通行するため、
災害発生の可能性がある」
（道路・民家など）

早期改修 （同左）

「通行する人が限定的で、頻度も
少ないため、災害発生の可能性
が低い」（工場・田畑など）

早期改修
老朽劣化状況
を踏まえ、中長
期的に改修

「人の通行が殆ど無いため、災害
発生の可能性が限りなく低い」
（河川・山林など）

早期改修
状態監視
保全

公衆災害リスクの評価により、ブロック塀改修方針の見直しを実施

【ブロック塀改修の見直しについて】

高さカット

FIT工法
ブロック塀改修
イメージ
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中国電力NWの検証結果
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中国電力NWの検証にあたって

⚫ 中国電力NWにおけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

中国電力
NW 2,157億円

送電
408
億円

変電
421
億円

配電
1,328
億円

2,371億円

送電
563
億円

変電
492
億円

配電
1,315
億円

+12
億円

▲155
億円

▲71
億円 検証結果額

検証対象

検証対象外

検証対象

※12億円分相殺

【その他設備】

提出値
参照期間実績×主要設備査定率

（査定後金額）
本検証内容
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２．その他設備 中国電力NW【送電】 －増減率の比較－１/２

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額（百

万円）
数量 投資額

（百万円）

鉄塔・送電線

鉄塔改造
（鉄塔建替に附帯）

168基 320基 +90.5% +105.0% +19.2% 200基

鉄塔改造
（送電線張替に附帯）

313基 596基 +90.4% +105.0% +61.8% 506基

架空地線 281km 453km +61.2％ +73.3% +61.2％ 453km

碍子・架線金物 8,107連 13,113連 +61.7% +49.0% +61.7% 13,113連

その他 － － － +65.9% +61.8% －

地中ケーブル

管路（新設） 23km 28km
+39.1%

▲21.3%
▲20.5%

14km

シールド洞道（新設） － 4km － 4km

その他 － － － ▲53.5% ▲53.5% －

合計 － 12,972 － 18,164 － － － 16,915

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

鉄塔 505基 602基 +19.2%

送電線 468Km 757Km +61.8%

地中ケーブル 44km 35Km ▲20.5%

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を採用する。

※1

※1

⇒3,943百万円の追加算入を認める



品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

市内系統整備に伴
うOFケーブルCV化

ケーブル － 16km － － － 16km

管路他 － 3km － － － 3km

管路他（特殊） － 1km － － － 1km

市内系統整備以外
のOFケーブルCV化
他/66kV

ケーブル 6km 16km +166.7% +176.4% ＋166.7% 16km

管路他 5km 14km +180.0% +187.7% +180.0% 14km

市内系統整備以外
のOFケーブルCV化
他/110kV

ケーブル 27km 48km +77.8% +65.1% +77.8% 48km

管路他 22km 43km +95.5% +156.0% +95.5% 43km

22kV以下送電設備 鉄塔・電線等 － － － ▲32.4% ▲32.4% －

その他 － － － ▲20.1% ▲20.1% －

合計 － 27,785 － 38,135 － － － － 36,574

76

⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– OFケーブルCV化：地中ケーブル工事全体の数量を平準化するため、主要設備である地中ケーブルの
数量は参照期間よりも抑える一方で（▲20.5%）、レジリエンス対応及び事故・不具合時のメーカー
技術者の確保や資材調達の懸念により、OFケーブルのCV化を2030年度頃までに優先的に行う計画と
なっていることから、数量の増加は妥当である。

２．その他設備 中国電力NW【送電】 －増減率の比較－ ２/２

③：②以外のその他設備の検証結果

※1

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を採用する。
⇒8,789百万円の追加算入を認める
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２．その他設備 中国電力NW【変電】 －増減率の比較－ １/４

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変圧器
110kV 42台 77台 +83.3% +83.2% +83.3% 77台

66kV 28台 25台 ▲10.7% ▲10.6% ▲10.7% 25台

遮断器
110kV 120台 141台 +17.5% +17.4% +17.5% 141台

66kV 69台 24台 ▲65.2% ▲65.4% ▲65.2% 24台

合計 － 1,689 － 2,173 － － 2,173

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

変圧器/110kV 42台 77台 +83.3%

変圧器/66kV 28台 25台 ▲10.7%

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

– 変圧器に付随して増加する品目については、変圧器の増加率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の増加は妥当である。

– 遮断器に付随して増加する品目については、遮断器の増加率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の増加は妥当である。

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

遮断器/110kV 120台 141台 +17.5%

遮断器/66kV 69台 24台 ▲65.2%

⇒484百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 市内系統整備（屋内変電所リプレイスほか）：主要工事件名説明書により、数量の必要性を確認
済であることから、数量の増加は妥当である。

– GIS更新：1990年代に大量のGISが設置（全体の65%程度）されており、規制期間に経年30年
を超えるものが多い。平準化を図りつつ、計画的に更新を行う予定であることから、数量の増加は妥当で
ある。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

市内系統整備
(屋内変電所
リプレイスほか)

ガスTr － 4台 － － － 4台

GIS － 11ﾕﾆｯﾄ － － － 11ﾕﾆｯﾄ

SWG － 35箱 － － － 35箱

制御盤・保護盤 － 13装置 － － － 13装置

用地費 － － － － － －

その他 － － － － － －

GIS更新 23ﾕﾆｯﾄ 35ﾕﾆｯﾄ +52.2% +52.9% +52.2% 35ﾕﾆｯﾄ

２．その他設備 中国電力NW【変電】 －増減率の比較－ ２/４

③：②以外のその他設備の検証結果 1/3
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– SWG（スイッチギヤ）更新：更新目安を経年30年程度とし、絶縁破壊に至るリスクを点検等により評
価しつつ、更新計画を策定している。1990年代に大量に設置しているが、数量の平準化により、一部を
第２規制期間へ繰り延べていることから、数量の増加は妥当である。

– 制御盤・保護盤更新：更新目安を経年20～35年程度とし、65面/年を目安に計画的に更新する。な
お、参照期間は、再エネ関連工事（バンク逆潮流対策）への対応として、送電線や構内事故時に配電
線を遮断する保護盤を設置するため、同種工事である制御盤・保護盤更新を一時的に抑制※したため、
数量の増加は妥当である。

※参照期間にはバンク逆潮流対策の保護盤を27面/年を設置し、制御盤・保護盤更新は44面/年に抑制。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

SWG更新
22kV 140箱 177箱 +26.4% +37.7% +26.4% 177箱

6.6kV 603箱 599箱 ▲0.7% +8.3% ▲0.7% 599箱

制御盤・保護盤更新 218装置 261装置 +19.7% +22.2% +19.7% 261装置

２．その他設備 中国電力NW【変電】 －増減率の比較－ ３/４

③：②以外のその他設備の検証結果 2/3
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– Ａ級Ry取替：更新目安を経年30年とし、1990年以降設置が急増していることを踏まえ、95装置/年
を目安に計画的に更新することから、数量の増加は妥当である。

– なお、参照期間は更新周期延伸の取組開始により、一部の更新を後年へ繰り延べた影響で減少してい
る。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

Ａ級Ry取替

PCM 93装置 133装置 +43.0% +62.6% +43.0% 133装置

SS 76装置 120装置 +57.9% +85.0% +57.9% 120装置

BP 7装置 13装置 +85.7% +66.0% +85.7% 13装置

その他 205装置 180装置 ▲12.2% +64.5% ▲12.2% 180装置

その他 － － － ▲4.6% ▲4.6% －

合計 － 40,464 － 47,064 － － － 44,723

２．その他設備 中国電力NW【変電】 －増減率の比較－ ４/４

③：②以外のその他設備の検証結果 3/3

⇒4,259百万円の追加算入を認める
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（参考）中国電力NW【送電】 －OFケーブルCV化－ １/２
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（参考）中国電力NW【送電】 －OFケーブルCV化－ ２/２
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（参考）中国電力NW【変電】 －GIS取替－ １/３
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（参考）中国電力NW【変電】 －GIS取替－ ２/３
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（参考）中国電力NW【変電】 －GIS取替－ ３/３
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（参考）中国電力NW【変電】 －スイッチギヤ取替－ １/２
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（参考）中国電力NW【変電】 －スイッチギヤ取替－ ２/２
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（参考）中国電力NW【変電】 －制御盤・保護盤取替－ １/２
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（参考）中国電力NW【変電】 －制御盤・保護盤取替－ ２/２
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（参考）中国電力NW【変電】 －A級Ry取替－ １/２
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（参考）中国電力NW【変電】 －A級Ry取替－ ２/２



92

四国電力送配電の検証結果
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四国電力送配電の検証にあたって

⚫ 四国電力送配電におけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

四国電力
送配電 831億円

送電
52
億円

変電
188
億円

配電
590
億円

950億円

送電
138
億円

変電
300
億円

配電
513
億円

+77
億円

▲86
億円

▲112
億円 検証結果額

検証対象

検証対象外

検証対象

※77億円分相殺

【その他設備】

提出値
参照期間実績×主要設備査定率

（査定後金額）
本検証内容
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２．その他設備 四国電力送配電【送電】 －増減率の比較－ １/２

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

鉄塔

用地取得(平地部) 8基 57基 +612.5% +818.8% +612.5% 57基

用地取得(山地部) 65基 115基 +76.9％ +172.6％ +76.9％ 115基

敷地整備(平地部) 18基 57基 +216.7% +291.6% +216.7% 57基

送電線 がいし 4.5千連 5.2千連 +15.6％ +46.4% ＋15.6％ 5.2千連

地中ケーブル
管路(開削) 0.3km 0.6km +100.0% +117.6% +100.0％ 0.6km

管路(推進) － 0.5km － － － 0.5km

合計 － 822 － 2,419 － － － － 2,035

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

鉄塔（平地部:用地取得分） 8基 57基 +612.5%

鉄塔（平地部:用地取得外） 10基 －基 －

鉄塔（山地部） 65基 115基 +76.9％

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

送電線 165Km 214Km +29.7%

地中ケーブル（開削） 0.3km 0.6Km +100.0%

地中ケーブル（推進） － 0.5km －

⇒1,214百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– OFケーブル：高経年化によるレジリエンス対応に加え、2020年にメーカーよりOF製品製造中止の申し
入れを受けたことを踏まえ、OFケーブルの更新計画を立案し、更新計画の方針決定後、調査・設計や
ケーブル納入等に２年程度を要することから、数量の増加は妥当である。

– 敷地整備：設置後40年程度が経過し、外柵の発錆等の老朽化が進展している高経年化設備が増
加していることから、数量の増加は妥当である。

– その他：供給申込みに伴う新設工事等に伴う増加であることから、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

OFケーブルCV化/66kV 9km 42km +366.7% +387.9% +366.7% 42km

敷地整備 38基 47基 +23.7% +39.2% +23.7% 47基

管路(開削)66kV未満設備 － 0.1km － － － 0.1km

管路(推進)66kV未満設備 － 0.1km － － － 0.1km

その他(66kV未満設備拡
充工事等の増)

－ － － +26.3% － －

合計 － 4,364 － 11,334 － 10,972

２．その他設備 四国電力送配電【送電】 －増減率の比較－ ２/２

③：②以外のその他設備の検証結果

⇒6,609百万円の追加算入を認める
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２．その他設備 四国電力送配電【変電】 －増減率の比較－ １/４

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変圧器 電線・ｹｰﾌﾞﾙ類、基礎など － － － ＋6.6% ▲6.0% －

遮断器 電線・ｹｰﾌﾞﾙ類、基礎など － － － +17.1% +4.8% －

合計 － 1,224 － 1,324 － － － － 1,171

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

変圧器 50台 47台 ▲6.0%

遮断器 62台 65台 +4.8%

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

⇒▲53百万円の追加算入とする
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 拡充工事（SVC取替）：再エネ電源の連系増加に伴い、既設の調相設備である他励式SVCでは、
系統の適正な電圧維持が困難なため、電圧維持能力に優れる自励式SVC（STATCOM）に更新す
ることから（主要工事件名説明書にて確認済）、数量の増加は妥当である。

– GIS取替：平準化及び保守の効率化に資する効果がある機器（保守費用が高額となる空気操作の
ガス絶縁開閉装置やオーバーホール費用が高額となる定格電圧120kV以下の油圧操作のガス絶縁開
閉装置等）を優先的に取り替える計画となっていることから、数量の増加は妥当である。

– 電力ケーブル取替：主たる関連設備であるGISの投資物量の増加と併せて増加していること及び今治
変電所GIS取替では全ての回線で電力ケーブルが必要であり、3,054mの布設を予定（主要工事件
名説明書にて確認済）していることから、数量の増加は妥当である。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

拡充工事（SVC取替） －件 1件 － － － 1件

拡充工事（GIS取替） 2件 － 件 ▲100.0% ▲100.0% － － 件

拡充工事（その他） 19件 22件 +15.8％ ▲29.8％ +15.8％ 22件

GIS取替 80ﾕﾆｯﾄ 147ﾕﾆｯﾄ +83.8％ +94.7％ +83.8％ 147ﾕﾆｯﾄ

電力ケーブル取替 3,102ｍ 9,096ｍ +193.2% +255.5% +193.2％ 9,096m

２．その他設備 四国電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ２/４

③：②以外のその他設備の検証結果 1/3

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を適用する。

※1
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– コンデンサ取替：更新目安を経年50年としており、規制期間に経年50年を迎えるコンデンサが9台（廃
止分を除く）あることから（参照期間においては全て廃止）、数量の増加は妥当である。

– 遠方監視制御装置取替：更新目安を経年28年と設定しており、特に新型装置の導入に合わせて、
1995年～1996年度に更新した物量が70面以上あることから対象が増加していることを確認した。一方
で、1999年～2000年度に更新した47面のうち、約半数については第1規制期間の更新対象外として
いることも鑑み、工事物量の平準化が可能と判断できることから、 1999年～2000年度に更新した装
置については第2規制期間の更新として平準化することが妥当ではないか（他の機器取替との同時
実施による効率化を図るもの以外の7面、計108百万円）。

– 配電塔：建設から約40年経過しており、機器が廃型になり修繕が難しい状況となっていることから、４か
所の全更新と１バンクの部分更新を予定しているが、興居島（部分更新分）は20年しか経過しておら
ず、延命化の努力をすることが求められることから、第1規制期間における投資として認めないことが妥当
ではないか。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

コンデンサ取替 －台 9台 － － － 9台

遠方監視制御装置取替 82面 159面 +93.9％ +107.6％ － 152面

配電塔（部分更新） 1ﾊﾞﾝｸ 1ﾊﾞﾝｸ ±0.0% ▲54.2% － －ﾊﾞﾝｸ

配電塔（全更新） －か所 4か所 － － － 4か所

２．その他設備 四国電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ３/４

③：②以外のその他設備の検証結果 2/3
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品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

計器用変圧器取替（母線用） 96台 132台 +37.5％ +99.9％ +37.5％ 132台

計器用変圧器取替（線路用） 138台 151台 +9.4% +66.6% ＋9.4％ 151台

キュービクル取替 358 箱 408 箱 +14.0％ +18.4％ +14.0％ 408箱

リアクトル取替 － 台 2 台 － － － 2台

断路器・配電盤・
直流電源装置 他取替

－ － － +0.4% － －

電線・ｹｰﾌﾞﾙ類、基礎等
（上記取替工事に付随）

27 %※ 25 ％※ － +42.8% － 25 ％

合計 － 17,613 － 28,674 － － － － 27,472

２．その他設備 四国電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ４/４

※ 関連する工事の総投資額に対する割合（％）

③：②以外のその他設備の検証結果 3/3

⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 計器用変圧器取替：更新目安を経年35年～40年としており、規制期間に経年35～40年を迎える
計器用変圧器の取替を行うことを経年分布により確認したことから、数量の増加は妥当である。

– キュービクル取替：更新目安を経年35年～40年としており、規制期間に経年35～40年を迎える
キュービクルの取替を行うことを経年分布により確認したことから、数量の増加は妥当である。

– リアクトル取替：「油入変圧器の経年劣化度診断基準」の劣化レベルⅡ-3以上の判定や騒音測定等
の結果を踏まえて、第1規制期間に2台を更新する計画となっていることから、数量の増加は妥当である。

⇒9,859百万円の追加算入を認める
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（参考）四国電力送配電【送電】 －用地取得－



101

（参考）四国電力送配電【送電】 －敷地整備－
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（参考）四国電力送配電【送電】 －がいしー
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（参考）四国電力送配電【送電】 －管路－



104

（参考）四国電力送配電【送電】 －OFケーブルCV化－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －GIS取替－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －電力ケーブル取替－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －コンデンサ取替－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －遠方監視制御装置取替－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －配電塔更新－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －計器用変圧器取替－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －キュービクル取替－
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（参考）四国電力送配電【変電】 －リアクトル取替－
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九州電力送配電の検証結果
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九州電力送配電の検証にあたって

⚫ 九州電力送配電におけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

九州電力
送配電 2,659億円

送電
487
億円

変電
554
億円

配電
1,619
億円

2,920億円

送電
649
億円

変電
629
億円

配電
1,642
億円

▲23
億円

▲162
億円

▲75
億円 検証結果額

検証対象

検証対象

検証対象

【その他設備】

提出値
参照期間実績×主要設備査定率

（査定後金額）
本検証内容
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２．その他設備 九州電力送配電【送電】 －増減率の比較－ １/２

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

関連する
主要設備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結果
認められる

増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

鉄塔
がいし
架空地線
その他

403基 625基 +55.1% +50.0% +55.1% 625基

送電線
架空地線
その他

715.2km 661.5km ▲7.5% ▲11.4% ▲7.5% 661.5km

地中
ケーブル

管路（新設）
その他

25.9km 30.1km +16.2% +12.4% +16.2% 30.1km

合計 － 22,852 － 29,825 － － － 29,825

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

鉄塔 403基 625基 +55.1%

送電線 715.2km 661.5km ▲7.5％

地中ケーブル 25.9km 30.1km +16.2%

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額については投資額の増減率を適用する。

※1

※1

※1

⇒6,974百万円の追加算入を認める



品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

鉄塔部材取替 87基 77基 ▲11.5% ▲10.3% ▲11.5% 77基

OFケーブルCV化/66kV 29.6km 89.5km ＋202.4% ＋266.1% +202.4% 89.5km

22kV以下設備 － － － ▲3.7% ▲3.7% －

保護装置 － － － ▲27.4% ▲27.4% －

無効電力調整装置 －か所 1か所 － － － 1か所

水害に伴う敷地防護対策 ー － － ▲100.0% － －

合計 － 29,486 － 35,079 － － － － 32,695
116

⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– OFケーブルCV化は、レジリエンス対応であり、OFケーブルは今後10年間で経年45年以上の設備数が約
8割を占めるため、劣化診断結果及び施工力を考慮しながら計画的に取替を行っていることを確認できたこ
とから、数量の増加は妥当である。一方で、数量の増加を上回る投資額の増加については、主要設備と
同様、直近の銅価格の上昇等による影響であり、主要設備の査定率を乗じていることを踏まえ、認めない
こととしてはどうか。

– 無効電力調整装置は、鹿児島県霧島地区において、多数の電源（特高4件：68MW）の新規連系申
込があり、電源接続案件募集プロセスが完了したことから、66kV大霧開閉所に無効電力調整装置設置
工事を実施するもの。電源連系に伴い電圧変動対策が必要となることから、数量の増加は妥当である。な
お金額についても、4社の競争発注による契約額及び過去実績単価に基づき算定していることを確認した。

２．その他設備 九州電力送配電【送電】 －増減率の比較－ ２/２

③：②以外のその他設備の検証結果

⇒3,210百万円の追加算入を認める
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２．その他設備 九州電力送配電【変電】 －増減率の比較－ １/３

関連す
る

主要設
備

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】

検証の結
果

認められ
る増減率

規制期間
（本検証後）

数量
投資額

（百万円）
数量 投資額

(百万円)
数量

投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

変圧器
110kV・66kV
基礎、制御ケーブル、架線
等

103台 100台 ▲2.9% +0.3% ▲2.9% 100台

遮断器
120kV・72kV
基礎、制御ケーブル、架線
等

176台 247台 ＋40.3％ +45.0% +40.3% 247台

合計 － 6,133 － 6,936 － 6,714

主要設備数量 参照期間 規制期間 増減率

変圧器 103台 100台 ▲2.9％

遮断器 176台 247台 ＋40.3％

⚫ 主要設備に付随して増加するその他設備の増減は以下の通り。

– 変圧器に付随して増加する品目については、変圧器の増加率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の増加は妥当である。

– 遮断器に付随して増加する品目については、遮断器の増加率と概ね整合していることが確認できたことか
ら、数量の増加は妥当である。

①：主要設備の増加量(≒付随するその他設備の許容増減率)

②：①を踏まえたその他設備の検証結果 許容増減率の範囲内⇒当該値にて検証 許容増減率の範囲外⇒①の増減率にて検証

⇒581百万円の追加算入を認める
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– GIS拡充・更新は、再エネ連系に伴う短絡容量対策による拡充＋14ユニット、高経年化対策による更
新等（設備の状態（劣化状況）及び事故時の影響（供給支障）を考慮し、更新の優先度が高いも
のを更新対象として選定）＋31ユニットを計画していることから、数量の増加は妥当である。

– 保護装置老朽更新は、更新目安を経年30～35年として、第1規制期間に経年30～35年に到達する
装置が、平均230装置/年あり、中長期の更新物量の平準化および工事施工力を踏まえ、規制期間に
は平均約200装置/年の更新を計画していることから、数量の増加は妥当である。

– 再エネ対策工事（周波数継電装置増設）は、再エネ連系量の増加に伴う負荷遮断量の確保の
ための新規対策として周波数継電装置の設置が必要となったことから、数量の増加は妥当
である。なお、金額は類似装置（母線保護装置）の単価を使用していることを確認した。

＜導入までのスケジュール＞
2021年度：負荷制御可能量を確認した結果、周波数継電装置の追加設置の必要性が判明
2022年度：追加設置対象箇所（負荷遮断対象）の選定
2023年度：装置発注
2024年度：導入開始

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間
（本検証後）

数量
投資額
(百万円)

数量
投資額
(百万円)

数量
投資額
(百万円)

数量 投資額
（百万円）

GIS拡充・更新 55ﾕﾆｯﾄ 100ﾕﾆｯﾄ ＋81.8% ＋87.8% ＋81.8% 100ﾕﾆｯﾄ

保護装置老朽更新 848装置 1,002装置 ＋18.2％ ＋21.7％ ＋18.2％ 1,002装置

再エネ対策工事
(周波数継電装置増設)

－装置 32装置 － － － 32装置

２．その他設備 九州電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ２/３

③：②以外のその他設備の検証結果 1/2
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 再エネ対策工事（転送遮断装置新設）は、N-1事故時の設備過負荷による設備損壊を防止するた
め、転送遮断装置の設置による対策が必要となる。既に発電事業者の連系を承諾している件名のうち、
Ｎ－１事故時に転送遮断装置新設による対策が必要な箇所を選定していることから、数量の増加は妥
当である。

– 再エネ対策工事（線路保護装置取替他）は、再エネ連系に伴い、送電線の端子数が増加し、既設の
線路保護装置仕様では系統事故時の保護ができなくなる系統を確認した結果、9台の線路保護装置
の取替も必要になることから、数量の増加は妥当である。なお単価は、過去再エネ連系起因によらず実
施した線路保護装置取替の実績単価としている。

品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる増減率

規制期間
（本検証後）

数量
投資額
(百万円)

数量
投資額
(百万円)

数量
投資額
(百万円)

数量 投資額
（百万円）

再エネ対策工事
(転送遮断装置新設)

2装置 16装置 ＋700.0% ＋726.4％ ＋700.0％ 16装置

再エネ対策工事
(線路保護装置取替他)

－装置 9装置 － － － 9装置

制御装置取替 － － － ▲25.1% ▲25.1% －

その他 － － － +3.3% +3.3% －

合計 － 49,256 － 56,001 － － － － 55,390

２．その他設備 九州電力送配電【変電】 －増減率の比較－ ３/３

③：②以外のその他設備の検証結果 2/2

⇒6,134百万円の追加算入を認める
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（参考）九州電力送配電【送電】 －OFケーブルCV化－
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＜内容＞

・鹿児島県霧島地区において、多数の電源（特高4件：68MW）の新規連系申込があり、電源接続案件募集プロセス
を実施し成立（2019年7月）したことから、66kV大霧開閉所に無効電力調整装置設置工事を実施する。

〔新設〕66kV無効電力調整装置 50MVA×1台、66kVGIS×1ユニット

＜投資目的＞

・電源連系に伴い電圧変動対策が必要となることから、無効電力調整装置を設置する。

＜金額の算定根拠＞

・無効電力調整装置の容量は電圧変動対策に最低限必要な容量である50MVAを選定している。

・66kV無効電力調整装置については、4社の競争発注により落札者の金額にて契約済みであり、未契約である
66kVGIS×1ユニットについては、実績単価を用いて算定している。

（参考）九州電力送配電【送電】 －無効電力調整装置－
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（参考）九州電力送配電【変電】 －GIS拡充・更新－ １/３
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（参考）九州電力送配電【変電】 －GIS拡充・更新－ ２/３
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（参考）九州電力送配電【変電】 －GIS拡充・更新－ ３/３
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（参考）九州電力送配電【変電】 －保護装置老朽更新工事－
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（参考）九州電力送配電【変電】 －周波数継電装置増設－ １/４
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（参考）九州電力送配電【変電】 －周波数継電装置増設－ ２/４
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（参考）九州電力送配電【変電】 －周波数継電装置増設－ ３/４
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（参考）九州電力送配電【変電】 －周波数継電装置増設－ ４/４
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（参考）九州電力送配電【変電】 －転送遮断装置新設－ １/２
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（参考）九州電力送配電【変電】 －転送遮断装置新設－ ２/２
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沖縄電力の検証結果
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沖縄電力の検証にあたって

⚫ 沖縄電力におけるその他設備に係る検証の全体像については以下のとおり。

沖縄電力
PG 575億円

送電
151
億円

変電
134
億円

配電
290
億円

629億円

送電
206
億円

変電
136
億円

配電
287
億円

+4
億円

▲54
億円

▲2
億円 検証結果額

検証対象

検証対象外

提出値 前回のCAPEX統計結果 本検証内容

※4億円分相殺

検証対象



品目

前回検証結果
（参照期間×査定率）【A】

規制期間
（提出値）【B】

増減率
【B/A-100%】 検証の結果

認められる
増減率

規制期間
（本検証後）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

数量 投資額
（百万円）

架空電線路/22kV 76.9km 167.0km +117.2% +109.7% +117.2% 167.0km

地中電
線路
/22kV
管路

管路(本体) 0.2km 4.2km +2,000.0% +2,912.4% +2000.0% 4.2km

人孔 －箇所 15箇所 － － － 15箇所

調査 －件 2件 － － － 2件

地中電線路/22kV
ケーブル

1.2km 5.7Km +375.0% +368.1% +375.0% 5.7Km

合計 － 951 － 2,533 － － － － 2,445
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⚫ 主要設備に付随しないその他設備に関する個別検証結果は以下のとおり。

– 電線路22KV化：米軍統治時に構築された13.8kV電線路が山間部に施設されたため、台風などの災害時に長時間
停電を余儀なくされている。レジリエンス強化のため、計画的に移設及び22kV化を行っていることを確認できたことから、数
量の増加は妥当である。

– 管路については、参照期間は既に敷設されていた予備管路を活用できたが、規制期間は工事エリアに予備管路が無いた
め人孔・調査が発生しており、主要工事件名説明書にて投資量の妥当性を確認済のため、数量の増加は妥当である。

– なお、2016年に国頭村・大宜味村・東村の3村が国定公園指定を受けたことや、米軍用地への建柱が当初予定してい
た箇所から変更するよう申し出があったことによるルート変更に伴う事務手続き等に時間を要したため2024・2025年度に
竣工額が偏っている。また管路は、参照期間は既に敷設されていた予備管路を活用できたが、規制期間は工事エリアに
予備管路が無いため投資額の増加率が大きくなっている。

２．その他設備 沖縄電力【送電】 －増減率の比較－

その他設備の検証結果

※1 数量の増減率＞投資額の増減率となっているため、投資額に対しては投資額の増減率を適用する。

※1 

⇒1,494百万円の追加算入を認める

※1 



135

（参考）沖縄電力【送電】 －電線路22kV化－
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その他設備 検証結果（送電）（次世代投資からの振替＋個別説明検証後）

⚫ その他設備（送電）につき、主要設備（送電）の査定率を用いた検証及び個別説明の検証を踏まえた結
果は以下のとおり。

会社

主要設備の査定率の適用
1次検証結果
－各社提出値

個別説明を踏まえた
最終検証結果

過去実績
（A）

主要設備
の査定率
（B）

1次検証結果
(C）=

A×（1+B）

提出値
（D）

差額
（E）=C-D

追加算入額
（F）

最終検証結果
（G）=C+F

提出値との差額

北海道電力NW 20,351 0.9% 20,525 28,386 ▲ 7,861 5,329 25,854 ▲2,532

東北電力NW 81,249 -0.7% 80,712 59,775 20,936 － 80,712 20,936

東京電力PG 156,331 -6.9% 145,575 265,985 ▲ 120,410 96,027 241,602 ▲24,383

中部電力PG 38,094 -5.3% 36,067 41,609 ▲ 5,543 － 36,067 ▲ 5,543

北陸電力送配電 19,013 -4.2% 18,210 15,772 2,438 － 18,210 2,438

関西電力送配電 68,845 -4.0% 66,075 116,461 ▲ 50,386 21,835 87,910 ▲28,551

中国電力NW 43,872 -7.1% 40,739 56,299 ▲ 15,560 12,732 53,471 ▲2,828

四国電力送配電 5,717 -9.3% 5,186 13,753 ▲ 8,567 7,822 13,008 ▲745

九州電力送配電 49,327 -1.4% 48,657 64,904 ▲ 16,247 13,864 62,520 ▲2,384

沖縄電力 14,075 7.3% 15,108 20,555 ▲ 5,447 1,494 16,602 ▲3,953

10社合計 496,874 -4.5% 476,854 683,500 ▲ 206,645 159,103 635,957 ▲47,542

（単位：百万円）

注1 主要設備の実績単価及び推計単価の算定にあたっては高額案件は除く。一方で、単価に乗じる数量には高額案件も含む。
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その他設備 検証結果（変電） （次世代投資からの振替＋個別説明検証後）

⚫ その他設備（変電）につき、主要設備（変電）の査定率を用いた検証及び個別説明の検証を踏まえた結
果は以下のとおり。

会社

主要設備の査定率の適用
1次検証結果
－各社提出値

個別説明を踏まえた
最終検証結果

過去実績
（A）

主要設備
の査定率
（B）

1次検証結果
(C）=

A×（1+B）

提出値
（D）

差額
（E）=C-D

追加算入額
（F）

最終検証結果
（G）=C+F

提出値との差額

北海道電力NW 24,654 -3.1% 23,892 28,470 ▲ 4,578 4,263 28,155 ▲315

東北電力NW 80,694 -4.7% 76,882 92,757 ▲ 15,875 － 76,882 ▲15,875

東京電力PG 91,177 6.2% 96,832 166,574 ▲ 69,742 60,188 157,020 ▲9,554

中部電力PG 96,527 -0.1% 96,428 79,147 17,281 － 96,428 17,281

北陸電力送配電 26,315 7.3% 28,228 25,108 3,119 － 28,228 3,119

関西電力送配電 88,314 7.3% 94,779 114,954 ▲ 20,175 20,175 114,954 －

中国電力NW 42,112 0.1% 42,138 49,237 ▲ 7,099 4,743 46,881 ▲2,356

四国電力送配電 19,182 -1.8% 18,836 29,998 ▲ 11,162 9,806 28,642 ▲1,356

九州電力送配電 57,218 -3.2% 55,389 62,936 ▲ 7,547 6,715 62,104 ▲832

沖縄電力 14,007 -4.3% 13,406 13,632 ▲ 226 － 13,406 ▲226

10社合計 540,200 1.4% 546,810 662,814 ▲ 115,134 111,413 658,223 ▲4,590

（単位：百万円）

注1 主要設備の実績単価及び推計単価の算定にあたっては高額案件は除く。一方で、単価に乗じる数量には高額案件も含む。


